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通 告 順  ７   

質 問 者  野原 恵子 議員 

質問事項 
 

１ 誰もが自分らしく生きられるジェンダー平等の推進を   
 

⑴ 管理職の男女比、附属機関の女性委員の登用割合は 総務課   
 
⑵ 職員の育児休暇の男女別取得人数と日数は 総務課   
 
⑶ 作られた男らしさ・女らしさの認識を克服するための啓発を住民生活課   
 
⑷ 親族同様の扱いを受けることが可能になる「同性パートナー
シップ制度」の導入を 住民生活課   

 
⑸ 専門知識を持つ相談員の配置など相談窓口の充実を 住民生活課   

 

 

野原議員のご質問にお答えいたします。 

 

１ 誰もが自分らしく生きられるジェンダー平等の推進を 

「誰もが自分らしく生きられるジェンダー平等の推進を」についてであります。 

人間は生まれついての生物学的性別がある一方、社会通念や慣習の中には、社会に

よって作り上げられた「男性像」や「女性像」があり、このような社会的・文化的に

形成された性別のことを「ジェンダー」と言われております。 

「男性だから」「女性だから」と生き方を押しつけられることなく、「個人の尊厳」

が尊重され、性別による差別のないジェンダー平等について、誰もが正しい理解と認

識を持って、社会全体で共有していくことができるよう推進していくことが大切であ

ると考えております。 

 

⑴ 管理職の男女比、附属機関の女性委員の登用割合は 

ご質問の１点目、「管理職の男女比、附属機関の女性委員の登用割合は」について

であります。 

女性の参画につきましては、女性が自らの意思によって職業生活を営み、その個

性と能力を十分に発揮し活躍することを推進するため、平成２７年９月に「女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律」が公布・施行され、本町においても、

法律の規定を受け、「女性活躍推進法に係る特定事業主行動計画」を策定し、女性職

員の採用や男女を問わず、本人の意思と能力に基づく任用に努めているところであ
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ります。 

はじめに、町の管理職の男女比につきましては、現時点において、部長職、課長

職、課長補佐職の管理職全体の人数は４３人で、その内、女性の管理職は課長職で

３人となっており、管理職全体に占める割合は６.９％、課長職としては９.７％と

なっております。 

また、附属機関における女性委員の登用状況につきましては、過去３年で申し上

げますと、平成２９年度では、委員全体人数が４９３人で、そのうち女性委員が 

１２５人、登用率としましては２５．４％、３０年度では、５０５人中１３２人で 

２６.１％、本年度は、４８９人中１１７人で２３.９％となっております。 

附属機関委員の選任につきましては、定数の概ね３割を公募としておりますが、

その応募状況により、委員構成の年齢や地域、男女比を考慮しながら選任しており、

今後とも、男女間での偏りが生じないよう配慮してまいりたいと考えております。 

 

⑵ 職員の育児休暇の男女別取得人数と日数は 

ご質問の２点目、「職員の育児休暇の男女別取得人数と日数は」についてでありま

す。 

職員の育児休業の取得状況につきましては、過去３年で申し上げますと、女性職

員においては、平成２９年が２人で取得日数は７３４日、３０年は取得者なし、 

３１年から令和元年にかけては３人で取得日数は１,１４８日となっております。 

また、男性職員においては、平成２９年に１人、男性職員としては初めて育児休

業を取得しており、取得日数は９２日となっております。 

今後とも、仕事と子育てが両立でき安心して働ける職場風土の醸成に努めてまい

りたいと考えております。 

 

⑶ 作られた男らしさ・女らしさの認識を克服するための啓発を 

ご質問の３点目、「作られた男らしさ・女らしさの認識を克服するための啓発を」

についてであります。 

ジェンダー平等の実現に向けては、性別という枠を超えた人権の尊重が必要であ

り、一人ひとりが人権意識を高め、人権への理解を深め、もって、男女共同参画社

会の実現や人権擁護を推進するため、国や北海道と連携を図りながら、様々な啓発

活動を行っております。 

国や北海道では、シンポジウムや講演会、人権教室の開催、啓発用冊子の配布や
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ＤＶＤの貸出、テレビやラジオによる放送などの啓発を行っておりますが、町にお

きましても、公共施設内におけるＰＲポスターの掲示やパンフレットの配置、広報

紙やホームページ等への掲載、パネル展の開催、図書館における特設コーナーの設

置などを行っているところであります。 

今後におきましても、誰もが自分らしく生きられる社会を目指し、人権を尊重す

ることの重要性と違いを認め合うことの大切さを一人ひとりの心に届けていくため

の啓発に努めてまいります。 

 

⑷ 親族同様の扱いを受けることが可能になる「同性パートナーシップ制度」の導入

を 

ご質問の４点目、「親族同様の扱いを受けることが可能になる「同性パートナーシ

ップ制度」の導入を」についてであります。 

「パートナーシップ宣誓制度」は、性的指向や性自認を持つ方が、互いを人生の

パートナーとして公的に認証する制度であり、道内では、平成２９年６月から札幌

市が性の多様性を尊重する方策として取り組んでおります。 

本制度については、パートナーが社会的に認知されるという点では理解をするも

のでありますが、一方で法的な権利の付与や義務の発生を伴うものではないことか

ら、恩恵が極めて限定的であると考えられるところであります。 

加えて、本町では、性的指向や性自認を持つ方の思いや抱えている課題などが表

面化しておらず、またその実態やニーズを把握することも難しいことから、本制度

の導入につきましては、今後における社会的要請や国、北海道及び他市町村の動向

を見据えながら研究を行ってまいります。 

 

⑸ 専門知識を持つ相談員の配置など相談窓口の充実を 

ご質問の５点目、「専門知識を持つ相談員の配置など相談窓口の充実を」について

であります。 

本町では、人権に関する相談として、住民生活課がその窓口となり、相談内容に

応じて、関係する部署との連携を図ることとしており、関係職員においては、研修

会や講習会への参加を通じて、性的指向や性自認に関する知識や当事者が抱える課

題について、正しい知識を習得し、適切に対応できるよう努めているところであり

ます。 

また、専門的な相談については、毎月１回、役場、札内コミュニティプラザ、忠
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類ふれあいセンター福寿において、人権擁護委員による特設人権相談を行っており、

これまで性的指向や性自認に関する相談はありませんが、必要に応じて、札幌市が

設置している「ＬＧＢＴホットライン」などの専門相談窓口へつなぐなど、相談支

援の充実に努めてまいります。 

 

以上で、野原議員のご質問への答弁とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

  


